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① SDGs
　SDGsは「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略で、「誰一
人取り残さない」持続可能な社会を実現するために、2015（平成27）年の国連サミット
で採択された、2030（令和12）年を期限とする17の国際目標です。
ストックホルムレジリエンス研究所長が提唱した、SDGsの概念を表すウェディング

ケーキモデルでは、「経済」の発展は「社会」によって成り立ち、「社会」は人々が生活す
るために必要な「環境（自然資本）」によって支えられて成り立つという考え方が示され
ています。[▶図2-1参照]

１8

② Well-being
　Well -be ingとは、身体的、精神的、社会的に良い状態であることを言い、充実や幸福
感に近い概念です。都市のみどりは、健康リスクの軽減、ストレス緩和、住民の相互交流
の促進等、様々な役割があり、身体的・精神的な健康の増進、認知・免疫機能の向上、死
亡率の低下等、Well-beingの向上に寄与することが、世界保健機関（WHO）等によって
示されています。

図2-1　SDGsウェディングケーキモデル
出典：Stockholm Resilience Centre

（１）世界的動向

１8
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③ カーボンニュートラル
　1997（平成9）年に定められた「京都議定書」の後継として、2015（平成27）年にパリ
で開かれた「国連気候変動枠組条約第21回締約国会議（COP21）」において、2020（令
和2）年以降の温室効果ガス削減に関する国際的な取決めである「パリ協定」が採択され
ました。パリ協定では、世界共通の長期目標として、「世界的な平均気温上昇を産業革命
以前に比べて２℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力を追求すること」が掲
げられ、そのために、できる限り早く世界の温室効果ガス排出量をピークアウトし、今世
紀後半にカーボンニュートラルの実現をめざすことが盛り込まれました。
  「カーボンニュートラル」とは、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの「排出量」
から、植林、森林管理等による「吸収量」を差し引いて、合計を実質的にゼロにすること
を意味しており、カーボンニュートラルの達成のためには、温室効果ガスの排出量の削減
とともに吸収作用の保全及び強化を行う必要があります。[▶図2-2参照]

④ ネイチャーポジティブ
　2022（令和4）年、国連生物多様性条約第15回締約国会議（COP15）において、生物
多様性の新たな世界目標「昆明・モントリオール生物多様性枠組」が採択されました。そ
こで、自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を止め、反転させる「ネイ
チャーポジティブ」の実現が掲げられ、2030（令和12）年までの主なターゲットとして、
陸と海の30％以上を保全する30by30や、自然を活用した解決策等を通じた気候変動
の生物多様性への影響の最小化、都市における緑地・親水空間の確保等が定められていま
す。また、2023（令和5）年には、2030（令和12）年のネイチャーポジティブの実現をめ
ざし、地球の持続可能性の土台であり人間の安全保障の根幹である生物多様性･自然資本
を守り活用するための戦略として「生物多様性国家戦略2023-2030」が策定されまし
た。30by30の目標達成に向けて、自然公園や条例に基づく保護地域の他、地域住民に大
切にされている里山やビオトープ※1、境内地、都市緑地等を、地方公共団体が地域住民や
地域の企業等と一体となって保全すること等が示されています。[▶図2-3、2-4参照]

こんめい

※１ ビオトープ：人工的につくられた、野生生物の生息・生育空間。

出典：環境省「脱炭素ポータル」 
図2-2　カーボンニュートラルの仕組み
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第2章　みどりの状況と課題

⑤ ESG投資の拡大、気候関連・自然関連情報開示への対応
　近年、企業においては、SDGs や環境への意識の高まり等を背景に、ESG 投資が拡大
するとともに、気候関連や自然関連の情報開示の取組みが浸透し、環境問題を含む社会課
題の解決を企業価値の創造につなげていく動きがますます活発化しています。
　緑の基本方針において、都市におけるカーボンニュートラルやネイチャーポジティブ
を実現するためには、公有地のみならず、民有地における緑地の確保等を図ることが重要
であり、ESG 投資等の流れを踏まえた企業による緑地確保や緑化の取組みを促進する必
要があると示されています。
　このため、都市における緑地確保の意義や効果の客観的な評価等により、環境面、社会
面で効果の高い事業への資金の流れを促すことが重要です。

出典：昆明・モントリオール生物多様性枠組ーネイチャーポジティブの未来に向けた2030年世界目標（環境省）
図2-3　昆明・モントリオール生物多様性枠組が示す事項

出典：WWFジャパン「生きている地球レポート2022」 
図2-4　ネイチャーポジティブの概念図
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① 都市緑地法等の改正
　2017（平成29）年に、都市のみどりを民間の活力を活かしながら保全、活用するため、
都市緑地法や都市公園法、生産緑地法等、みどりに関する法制度が改正されました。この
改正を通して、みどりの基本計画の記載事項の拡充が行われ、農地を緑地として扱うこ
と、都市公園の管理方針を記載すること等が新たに示されています。また、この改正では、
都市公園における民間活力の導入を促進するための制度としてPark-PFI（公募設置管理
制度）※1が創設されました。
　さらに、気候変動や生物多様性の確保、Well-beingの向上等の課題解決に向けて、都
市において緑地の質・量両面での確保等を推進するための「都市緑地法等の一部を改正す
る法律」が、2024（令和 6）年5月29日に公布され、同年11月8日に施行されまし
た。
　この改正では、国土交通大臣が定める都市における緑地の保全や緑化推進に関する基
本方針が創設されるとともに、特別緑地保全地区内における緑地の機能の維持増進を図
るために再生・整備を行う「機能維持増進事業」や土地の買入を代行する都市緑化支援機
構の制度、民間事業者等による緑地確保の取組みを国が評価・認定する「優良緑地確保計
画認定制度（TSUNAG）」などが創設されました。[▶図2-5参照]

※1 Park-PFI（公募設置管理制度）：飲食店等の公園利用者の利便の向上に資する公募対象公園施設の設置と、当該施設から生ずる収益を
活用してその周辺の園路等の一般の公園利用者が利用できる特定公園施設の整備・改修等を一体的に
行う者を公募により選定する制度。

１．国主導による戦略的な都市緑地の確保
・緑地の保全等に関する国の基本方針の策定
・都市計画における緑地の位置づけの向上

２．貴重な都市緑地の積極的な保全・更新
・緑地の機能維持増進事業について位置づけ
・緑地の買入を代行する国指定法人の創設

３．緑と調和した都市環境整備への民間投資の呼び込み
・民間事業者等による緑地確保の取組みの認定制度の創設
・都市の脱炭素化に資する都市開発事業の認定制度の創設

優良緑地確保計画認定制度
（愛称：TSUNAG）

図2-5　2024年（令和６年）の都市緑地法等の改正内容の概要

鴻巣山特別緑地保全地区

（2）国の動向
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② グリーンインフラの推進
　グリーンインフラとは、自然環境が有する機能を社会における様々な課題解決に活用
しようとする考え方です。[▶図2-6参照]
　国土交通省は「グリーンインフラ推進戦略」（2019（令和元）年）の全面改定を2023
（令和5）年に行い、「グリーンインフラ推進戦略2023」を策定しました。同戦略では、
グリーンインフラを社会課題の解決を図る社会資本整備やまちづくり等に自然を資本と
して取り入れ、課題解決の基盤として、その多様な機能を持続的に活用するものとしてい
ます。グリーンインフラのめざす姿として「自然と共生する社会」を掲げ、実現にむけた
4つの柱として「自然の力に支えられ、安全・安心に暮らせる社会」、「自然の中で健康・
快適に暮らし、クリエイティブに楽しく活動できる社会」、「自然を通して、安らぎとつな
がりが生まれ、子どもたちが健やかに育つ社会」、「自然を活かした地域活性化により、豊
かさや賑わいのある社会」を設定し、あらゆる分野・場面においてグリーンインフラを取
り入れることをめざすとしています。
　また、国土交通省は、2024（令和6）年に、緑の基本計画策定・改定時にグリーンイン
フラの考え方を取り入れるための検討事項を示す「緑の基本計画×グリーンインフラガ
イドライン（案）」を公表しています。

第2章　みどりの状況と課題

図2-6　グリーンインフラの考え方
出典：国土交通省　グリーンインフラポータルサイト
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　樹木は光合成によって大気中の
CO ₂を吸収・固定し、幹や枝、根な
どに炭素として蓄えることで成長
します。特に若い樹木（樹齢2 0 年
前後）は、成長が盛んであるため、
吸収量が多い傾向があります。一方
で、樹齢が進むにつれて成長速度が
鈍化し、吸収量は徐々に減少する傾
向にあることから、CO₂吸収機能を
高めるには、適切な更新等を図るこ
とが重要です。[▶図2-7参照]

樹齢とＣＯ２吸収量の関係

③ みどりとオープンスペースの基本的考え方
　国土交通省は、今後の都市公園における取組みの方向性を検討するため、2022（令和
4）年に「都市公園の柔軟な管理運営のあり方に関する検討会」を開催し、同年に「都市
公園新時代～公園が活きる、人がつながる、まちが変わる～」の提言を公表しました。
　同提言は、都市公園について、人中心のまちづくりの中で個人と社会のWell-beingの
向上をめざし、地域の課題や公園の特性に応じて、多機能性のポテンシャルをさらに発揮
することが求められていることを示しています。また、都市公園について、「まちの資産
とする」、「個性を活かす」、「共に育て共に創る」の変革が必要とし、具体的な取組みとし
て、グリーンインフラとしての保全・利活用、居心地が良く、誰もが安全・安心で、快適
に過ごせる空間づくり、利用ルールの弾力化、社会実験の場としての利活用、担い手の拡
大と共創、自主性・自律性の向上、デジタル技術とデータの利活用（公園DXの推進）を
掲げています。

④ 2050年カーボンニュートラルの実現
　2020（令和２）年10月の首相所信表明演説において、2050年までに温室効果ガスの
排出量を実質ゼロにする、いわゆるカーボンニュートラル宣言がなされました。また、
2025（令和7）年2月に閣議決定された地球温暖化対策計画では、2050年カーボン
ニュートラルの実現に向けた中長期的な温室効果ガス削減目標が新たに示され、2035（令
和17）年度に2013（平成25）年度比で60％、2040（令和22）年度には同73％の削減を
めざすとされています。
　地球温暖化対策計画において、みどりは温室効果ガスの吸収源対策として重要な役割
を担っており、特に都市の中では、特別緑地保全地区等の保全や、都市公園や街路樹など
のみどりの創出の必要性が示されています。また、都市の中における緑化の意義やその効
果を幅広く普及啓発するとともに、市民や企業などの多様な主体によるみどりの創出等
を推進することの重要性が示されています。

　図2-7　森林の材木の齢級別CO2 固定
出典：国立研究開発法人森林研究・整備機構「１年当たりの森林
        の林木（幹・枝葉・根）による炭素吸収の平均的な量」
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第2章　みどりの状況と課題

⑤ 生物多様性増進活動促進法の制定
　地域に根ざした多様な主体の連携による生物多様性の維持・回復・創出を促進するた
め、「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律（生物多様性
増進活動促進法）」が、2024（令和6）年4月19日に公布され、2025（令和7）年4月
1日に施行されました。
　本法律の施行に伴い、2023（令和5）年度より運用開始していた「自然共生サイト」が
法制化され、これまで「場所」を認定する制度から、より幅広い取組みを柔軟に促進する
ため、「活動※」を認定する制度に変更しています。[▶図2-8、2-9参照]
※生物多様性を増進する活動実施計画（①既に生物多様性が豊かな場所を維持する活動、②管理放棄地な
どにおける生物多様性を回復する活動、③開発跡地などにおける生物多様性を創出する活動）

企業等

市町村と
多様な主体
が連携

主務大臣
（環境大臣、農水
大臣、国交大臣）
→基本方針を策定

申請
増進活動実施計画増進活動実施計画

連携増進活動実施計画連携増進活動実施計画

(自然共生サイトと新法の違い）(自然共生サイトと新法の違い）
自然共生サイト自然共生サイト 生物多様性増進活動促進法生物多様性増進活動促進法

認定対象認定対象

認定範囲認定範囲

認定者認定者

事務局事務局

OECMOECM

民間等の取組によって生物多様性の保全が図
られている区域
民間等の取組によって生物多様性の保全が図
られている区域

特定の場所に紐付いた民間等による生物多様性を増進する活動実施
計画（増進活動実施計画及び連携増進活動実施計画）
特定の場所に紐付いた民間等による生物多様性を増進する活動実施
計画（増進活動実施計画及び連携増進活動実施計画）
現状で豊かな生物多様性を維持する活動、生物多様性を回復・創出す
る活動
現状で豊かな生物多様性を維持する活動、生物多様性を回復・創出す
る活動
主務大臣（環境大臣・農林水産大臣・国土交通大臣）主務大臣（環境大臣・農林水産大臣・国土交通大臣）

独立行政法人環境再生保全機構（認定事務の一部を実施）独立行政法人環境再生保全機構（認定事務の一部を実施）

既に生物多様性が豊かな場所で生物多様性を維持する活動として認定
を受けた場合は、その活動場所を、保護地域との重複を除きOECMとし
て登録
生物多様性を回復・創出する活動として認定を受けた場合は、認定後に
おける回復・創出活動の継続の結果、生物多様性の状態が豊かになった
時点（生物多様性の価値基準に合致する時点）でOECMとして登録

既に生物多様性が豊かな場所で生物多様性を維持する活動として認定
を受けた場合は、その活動場所を、保護地域との重複を除きOECMとし
て登録
生物多様性を回復・創出する活動として認定を受けた場合は、認定後に
おける回復・創出活動の継続の結果、生物多様性の状態が豊かになった
時点（生物多様性の価値基準に合致する時点）でOECMとして登録

環境大臣環境大臣

請負事業者請負事業者

認定した区域は、保護地域との重複を除き
OECMとして登録
認定した区域は、保護地域との重複を除き
OECMとして登録

現状で生物多様性が豊かな区域
（生物多様性の価値基準に合致する区域）
現状で生物多様性が豊かな区域
（生物多様性の価値基準に合致する区域）

認定

図2-8　増進活動実施計画等の認定制度の概要
出典：環境省「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律（概要）」

図2-9　増進活動実施計画等の認定制度の概要
　　　　　　　　　出典：環境省「生物多様性増進活動促進法の施行後の「自然共生サイト」制度の扱いについて」
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下図に示すように前計画策定以降、世界や国内においてみどりに関わる様々な動きが
ありました。[▶図2-10参照]
　このような社会動向を踏まえながら、計画を立案・実施する必要があります。

みどりに関わる世界・国内の動向

●：国際的な動向　○：国内の動向

⚫愛知目標採択

⚫SDGs採択
⚫パリ協定採択

⚫グラスゴー気候合意
⚫昆明・モントリオール世界
生物多様性枠組の採択

○第四次環境
基本計画
閣議決定

○地球温暖化
対策計画
閣議決定
 （H２８.５）

○生物多様性国家戦略
2012-2020
閣議決定

○生物多様性国家戦略
2023-2030
閣議決定

○地域生物
多様性増進法
制定

○30by30ロードマップ公表

○2050年カーボンニュートラル宣言

○地球温暖化
対策計画
閣議決定
（R３.10)

○地球温暖化
対策計画
閣議決定
（R7.2)

○第五次環境
基本計画
閣議決定
○気候変動
適応法制定

○第六次環境
基本計画
閣議決定

環
　
境

○都市緑地法改正
（市民緑地認定制度等）

○生産緑地法改正
（特定生産緑地制度等）

○グリーンインフラ
推進戦略
　策定

○国家戦略特区法制定
○都市再生特別措置法改正
（立地適正化計画）

○都市再生特別措置法改正
（都市再生緊急整備地域制度）

○「新たな時代の都市マネジメントに
　対応した都市公園等のあり方検討会」
　最終とりまとめ公表

○まちなかウォーカブル事業創設

○「都市公園の柔軟な
　管理運営のあり方に関
　する検討会」提言公表

○グリーンインフラ
推進戦略2023策定

○緑の基本計画×
　グリーンインフラ
ガイドライン（案）
　公表

○都市公園法改正
（Park-PFI制度等） ○流域治水関連法施行

○都市緑地法等改正
（緑の基本方針等）

公
園
緑
地

ま
ち
づ
く
り

図2-10　みどりに関わる世界・国内の動向
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第2章　みどりの状況と課題

① 人口の推移

人口増加率は、政令指定都市の中で最も高く、今後も人口増加が見込まれます。

　多くの都市で人口減少局面を迎える中、福岡市の人口は一貫して増加し続けています。
2015（平成27）年から2023（令和5）年にかけて10万人以上が増加しており、政令指
定都市で最も多い人口増加数、かつ21大都市（政令指定都市及び東京区部）の中で最も
高い人口増加率となっています。今後、福岡市における総人口数は、2040（令和22）年
頃にピークの約170万人に達する予定です。[▶図2-11参照]
　また、人口の年齢階層別では、年少人口（0～14歳）は減少傾向にあります。生産年
齢人口（15～64歳）については増加傾向にありますが、2030（令和12）年頃をピーク
に減少に転じる見込みです。高齢者人口（65歳以上）は、継続的な増加傾向にあります。
[▶図2-11参照]

（３）福岡市を取り巻く社会環境の変化　

図２-11　人口推移と将来人口推計
出典：福岡市の将来人口推計（R６.4)より作成
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　世帯数と世帯構成の推移については、単身世帯が約半数を占めており、今後も増加傾向
が続くことが予想されています。[▶図2-12参照]

図２-12　世帯数と世帯構成の推移
出典：「福岡市空家等対策計画」（R３.12)
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　福岡市の住宅総数に占めるマンションなどの共同住宅数（共同住宅率）については、全
体の約7割を占めており、全国的にも高い水準となっています。[▶図2-13参照]

図2-13　住宅数と共同住宅数の推移
出典：住宅・土地統計調査
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② 福岡市を訪れる外国人の状況

　在住外国人数及び外国人入国者数は、依然として増加傾向にあります。

　在住外国人数及び外国人入国者数は、新型コロナウイルスの感染症拡大等の影響によ
り、一時減少したものの、2022（令和4）年から現在に至るまで増加傾向が続いています。
[▶図2-14、2-15参照]

　在住外国人を国・地域別で見ると、特にネパー
ル・中国出身者が多く、アジアを中心とした様々
な国籍の方が市内で暮らしています。
[▶表2-1参照]

図2-14　在住外国人数の推移
出典：「福岡市統計書」（各年9月末時点）

図2-15　福岡空港及び博多港からの外国人入国者数の推移
出典：「出入国管理統計」（法務省）　

表2-1　国・地域別外国人数上位5か国

出典：「ふくおかの統計  令和7年10月号」
（2025（令和7年）9月末現在）
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③ まちづくりの動向

　市内各地で、住宅地の造成やビルの建替え等の開発が進んでいます。

　前計画策定時の2009（平成21）年以降、アイランドシティの埋立てに伴うまちづくり
や土地区画整理事業が行われており、天神地区や博多駅周辺地区では、規制緩和を活用し
た官民連携のまちづくりが進んでいます。また、九州大学箱崎キャンパス跡地では、約
50haといった大規模なまちづくりも進んでいます。[▶図2-16参照]
　今後も、市内では、人口増加に伴う住宅地の造成をはじめとする開発が進むことが想定
されます。

図2-16　前計画の策定後※に実施された主な開発事業（実施中も含む。）
※2009（平成21）年～2025（令和７）年
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④ 気候変動

　年平均気温は、約130年で３℃上昇しています。
　豪雨の発生頻度も増加しており、災害のリスクが高まっています。

　福岡市の年平均気温は、上昇傾向にあり、1890（明治23）年から2023（令和5）年ま
での約130年間で約3℃上昇しています。また、2018（平成30）年7月20日には福岡
市で38.3℃と観測史上最高気温を記録するなど、近年の気温上昇に伴い熱中症などのリ
スクも高まっています。[▶図2-17参照]

　また、降水量については、１時間降水量50mｍを超える大雨の年間発生回数は増加傾
向であり、今後、豪雨に伴う土砂災害や浸水などの災害のリスクも高まっています。
[▶図2-18参照]

図2-17　福岡管区気象台の年平均気温の変化
出典：気象庁

図2-18　福岡管区気象台の1時間降水量50mm以上の年間発生回数
出典：気象庁
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２　福岡市のみどりの状況

　福岡市は、福岡県の北西部に位置し、北は玄界灘
を臨み、海の中道と糸島半島によって仕切られた博
多湾を擁し、南は脊振山地、東は三郡山地に囲まれ
た半月型の福岡平野に位置しています。
　沿岸部を見ると、海面水位の変動や沿岸流、河川
作用などにより、砂州と砂丘が形成されており、特
に海の中道は、志賀島と九州本土とを繋ぐ全長約
8kｍに及ぶ巨大な砂州となっています。また、博多
湾については比較的水深が浅いため、昭和50年代
以降、大規模に埋め立てられ、シーサイドももち地
区やアイランドシティ等の居住域が形成されまし
た。沖合には、玄界島、小呂島等の島々があります。
　福岡市の東には立花山を頂部とする立花丘陵や
四王寺丘陵があり、南から西には油山や脊振山、金
山、高祖山などが連なる脊振山地が位置し、これら
の連続した山並みが市街地の背景となっています。
こうした山々と、そこから平野部に延びる丘陵地や
博多湾の島々、海岸線などの緑地により、大きなみ
どりの骨格を形成しています。
　河川については、これらの山地や丘陵地から、北
に広がる平野部を抜け、玄界灘や博多湾に流れてい
ます。比較的流域の広い河川として、糟屋平野を流
れる多々良川や、福岡平野の東側を流れる御笠川、
西側を流れる那珂川、油山を源流とする樋井川、脊
振山・金山・高祖山の山麓から水が集まる室見川が
挙げられ、市街地に潤いある景観をもたらしていま
す。また、西部にかけてまとまりある農地が広がっ
ています。
　市街地には、特別緑地保全地区などの樹林地や
公園、街路樹などのみどりが配置されており、これ
らは、市民の憩いの場となるとともに、災害時にお
いては避難場所や延焼防止などの防災や減災機能
を発揮しています。

博多湾と海の中道

脊振山地から市街地を望む眺め

室見川沿いの河川景観

今津運動公園

（１）みどりの特徴
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図２-19　福岡市のみどりの構造
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① 市全域

　市全域の半分以上を緑被地※1が占めており、15年間で約120ha増加しています。

　市全域のみどりについては、2022（令和4）年時点では、緑被面積※2は約18,984ha
（緑被率※355 .4％）となっており、2007（平成19）年と比べて、約120ha増加してい
ます。[▶図2-20参照]

　また、市街化区域内の緑被率は約20％、市街化調整区域等の緑被率では約90％と
なっています。[▶ 図2-21、2-22参照]

（２）みどりの状況

図2-20　緑被面積の推移

図2-21　市街化区域の緑被面積の推移

図2-22　市街化調整区域等の緑被面積の推移

※1 緑被地：樹木や草地など、地表が緑で覆われている土地のこと。
※2 緑被面積：樹木や草地など、地表が緑で覆われている土地の面積。
※3 緑被率：地域全体の面積に対して、樹木や草などで覆われた緑被地が占める割合。

緑被率

緑被率

緑被率
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図2-23　福岡市の緑被分布図

■ 2022（令和4）年

■ 2007（平成19）年
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② 町丁目別
　都心部では10%未満の緑被率である町丁目が多く分布しており、緑被率が特に低い
（3％以下）町丁目は、埋立地や中央区・博多区の都市部に集中しています。また、市街
化区域内では緑被率10～30％、市街化調整区域内は緑被率60％以上の町丁目が多く分
布しています。[▶図2-24参照]

図2-24　町丁目別緑被率（令和4年度）
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③ 区別
　緑被率が高い行政区は、早良区及び西区で、それぞれ行政区面積の79.3％、68.5％を
みどりが占めています。一方、緑被率が低い行政区は、中央区及び博多区で、それぞれ行
政区面積の22.3％、23.1％となっています。[▶図2-25、表2-2参照]

図2-25　区別緑被率（令和4年度）

表2-2　各区の区域区分ごとの緑被率

※I　市街化調整区域等：市街化調整区域及び都市計画区域外の区域
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　土地利用ごとの緑被面積の推移では、約15年前に比べて公園・緑地等が255ha増加
しており、次に森林が135ha、公共公益施設が121haの順に増加しています。一方で、
農地は503ha、住宅地は101haと、緑被面積が大きく減少しています。[▶表2-3参照]

表2-３  土地利用別の緑被面積の変遷
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土地利用 Hllq R4 増減 増減率 主な増減要因

【増】防風林等の生長、
森林 II 1,l 78ha I 1.3 I 3 he> 135ha 101% 裸地等の樹林化

保 など

全 ［減】宅地・商業地の造成、
系

市街化区域内の農地
の 漿地 2873ha 2,46qho ,&503ho 83% 

の減少
み

など
ど
り ［増］河川拡幅や水路設置

河川・水面等 1,071 ha It II I 3ha 42ho 104% に伴う水域の増加
など

［増］新規公園の設磁｀
公園・緑地等 I,636ha l,8'11 ha 255ha 116% 既存公園の拡張

など

［増】新設道路整備に伴う
道路 I I Oha 1120ha IOha 109% 街路樹の新楢

など

［増】水処理施設センター

公共公益施設 383ha 504ho 121 ha 132% 
整備や学校等の造成

における緑地の整備
創 など
出

［減】既存住宅地における系
の 住宅地 I,226ha I, 1125 ha & 101 ha q2% 植栽面積の減少

み など

ど ［増】駅周辺の尚業・業務
り

商業・業務地 q5hq II I 3ha 18ha 11q% 地の開発に伴う植栽
面積の増加

など
※都市計画基礎調査に

工業・運藉施設 I 85hq 1182ha .._3ha qq% おいて分類される土
地利用区分の変更に
伴うもの
※都市計画基礎調査に

その他 8ha II 54ha 146ha 2,025% 
おいて分類される土
地利用区分の変更に
伴うもの

緑被面積 II 8,864ha | 8384ho 120ha 



⑤ 永続性のあるみどり＊
　永続性のあるみどりの面積は、2007（平成19）年に比べて324ha増加しています。
　特に公園緑地等においては、219ha増加しており、香椎浜中央公園や石丸中央公園な
どの新規公園の設置、また、国営海の中道海浜公園や西南杜の湖畔公園などの既存公園の
拡張も増加の要因となっています。[▶図2-27参照]
　また、森林（自然公園、保安林、水道水源かん養林、特別緑地保全地区、緑地保全林地
区、市民緑地、風致地区内の緑地）については36ha増加しており、主に保安林と水道水
源かん養林の増加が要因となっています。[▶図2-27参照]
　一方、農地（生産緑地地区、農用地区域、公共団体設置の市民農園、公共団体外が設置
している市民農園）は40ha減少しており、主に農用地区域の減少が要因となっていま
す。[▶図2-27参照]

＊ 「永続性のあるみどり」とは、次のいずれかの要件に当てはまるものと定義します。
ア. 法令により土地利用転換が規制されている緑地
自然公園、保安林（民有林、国有林）、風致地区内の樹林地、特別緑地保全地区、緑地保全林地区、市民緑地

イ. 公的機関かそれに準ずる団体が所有または借地している公園緑地や施設のみどり
ウ. その他法令による位置づけがあるみどり

なお、上記要件に該当しない森林や農地、住宅地、商業・業務地、工業地の緑等は「永続性のないみどり」になります。

表2-４　永続性のあるみどりの種類

※1 公開空地：建築基準法第59条の2に基づく総合設計制度の許可を受けた建築計画において、敷地内に設けられる空地のうち、
 誰もが自由に通行・利用できる部分　※緑の面積：8.7ha（2022（令和4）年時点）
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区分 みどりの種類 永続性のタイプ

自然公園 ア

森林 保安林（民有保安林、国有林） ア

水道水源かん養林 イ

特別緑地保全地区 ア

g 樹林地
緑地保全林地区 ア

市民緑地 ア系
の 風致地区内の緑地 ア
み 生産緑地地区 ア
ど
り 菜地

農用地区域 ア

公共団体設置の市民農國 イ

公共団体外が設置している市民晟配 ウ

河川水辺等
河川、ため池 ア、イ

海浜 ア｀イ
都市公園法て規定する公園・緑地・墓園等 イ

条例て設直の公園（準都市公園） イ

公園緑地等
港湾緑地 イ

百跡、這跡の公圏的整備 ィ

創 公営住宅の児堂遊園 イ

出 空港周辺移転補償跡地の公園的整備 イ

系 道路の緑 街路樹 イ
の

公共施設の緑み 公共公益施設の緑
イ

ど 運施設の緑 イ
り 緑地協定地区内の民有地の植栽、生垣、庭木など ウ

住宅地、商業・業務地、
風致地区内の民有宅地の植栽、生垣、庭木など ウ

地区計画て定める緑地 ウ
工業地の緑

工場立地法などによるエ培内の緑地 ウ

公開空地裂 1の緑 ウ
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図2-27  市全域における永続性のあるみどりの面積の推移
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図2-28　市街化区域における永続性のあるみどりの面積の推移

図2-29　市街化調整区域等における永続性のあるみどりの面積の推移
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⑥ 植生
　福岡市の植生は、地域ごとに異なる植物群落で形成されています。
　三日月山や鴻巣山、長垂山などには、1965（昭和40）年頃まで薪炭林として利用されて
いたシイ‐カシ萌芽林が主に分布しています。油山や脊振山、金山、飯盛山などには、戦
前はスダジイ‐ヤブコウジ群集が主に分布していましたが、戦後の林業政策によりスギ・
ヒノキの植林が進められ、範囲が広がっています。
また、各地で竹林の拡大が確認されており、今後、他の植生への侵食により、森林の多

様性の低下や、土壌保持力の低下による地滑り等の災害リスクも高まる恐れがあります。
[▶ 図2-30参照]

図2-30　福岡市の植生（令和5年度）

クスノキ群落など
クロマツ群落など

スギ・ヒノキ林など

アカシデ‐イヌシデ群落など

シイ-カシ群落など
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 凡例
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（凡例）国の法整備・計画等、市の条例施行・重要な計画策定等（３）施策の変遷
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一H朴滋坪平，や用a!1 -Lｧ1...  .—磁南一
政匹F追窮9 紅（旧来の名所l田命名の行姦地を公国として開回｝
公園惧用開始s（県営l

賠1坪西公国供用開始（県営）
岡市の謎生I九州鉄道(JR 庖児島れ景）開通『明治盆．年

博多港が対外貿易港として開港明滋径
碍多釜山赳蘭航路開歯明逢さ輿
博勺し（市内電車）営業開始明治49年

九州帝目大学の創立明焙心年
担I I年悉推参道グス並＊庄整備

旧都市計画法施行市となる沢正 12年水上公園供用閲姶（市営第l 音公園て天皇ご成婚記念事業として緊｛属）
九州鉄逍（現西依＊牟田緯）開通大D:"13.年

昭和」“年大濠＇公園供用開姶（県営｝
下水道事業の関始，暗和5年

屈の巣国際飛行場開設昭和 111 年
照印班土地区画整理皐業によ＇’一本木公園供用開始
昭配6年南公園供用開始·（防空繰地）
蜘碍，Jヽ戸公固供用開始｛防空緑地）

博多湛が海外叩靭靭碑に指定喜召知⑳年
戟災復興土品讐寄：•唸認蜘21年瑯n跡地公園として六軒皮公園他3暉（含計0.• q伽）か渭画決定

第3回固体開催（黄鶴公園の供用開始に伴い主会場になる） l
昭和23年戟災復興土地区函整理畢業魯手に伴い

特別都咋画渾とし·て23公忠咲定される
＜犬公薗勘公園小戸公園・具 公園、小公園．：須崎公園ほか I q公園）

包呼平和台野球場

唇多港が最麟□霜認認 ー竺ぎ須崎公回一部併昴庫叫災復興）
動物園供用開始（雨公園内）•
冷泉公園供用開始＇債隈復興） I平屈霊回供用閲姶

多駅地区土地厄西整理琴業の決定(2791ho) 躇紅:\I 年
蜘製溝祁市公園滋施行

呼攘岡市俎國条例施行I市街地禄化事業着手〇年間て5.000本を植栽）
福岡市基本計画案定紹和珀可6年

岡市民暉開館j現・博多駅移転して落成
碑貝塚公園供用間始｛交通公園）

新都市暉妥匹I 曙和ん3年
麒遍廷地区碑理事叢の決定

福岡都市計画の昭和碩年
市化区域・市街化網整区域の決定

廂の巣レクリエーシヨンセジター供用開始

政令指定都市とな虹区が羹生哨枷嗚政直定都市に指定され『緑の指定都市づく 'l』を宣言I
""り次都市公固笞登福五日年計画スター ~·I第！次百万本箔樹逗勁はじまるI

輝画法に基ぽ胆埠域咽決定蜘怪五品ば悶認累悶霞悶ば悶茫妻網を制定I
呻4呻櫂岡市練地保全と緑i頃進に関する条例胆子l

市の人口が IO0万人突a
雌翔新幹線が博多まて＇開

緑のプロムナード皐業に名手（西北軸）

天神池下街完成預和5:I年第2次都市公国等整偽五罰年計西スタート｛東平尾公園一部倶用閲始
市緑地保全・緑化維遣基本計画を策定I

南公園駐車湯有料化
渇水のため給水制限(287日間〉暗和53年

岡市美術心閲館暗和知碍＇糧岡都市計画区域ほのマスターヂ、ンを策幻
緑のプロムナード畢砥着手（東西釉） I 瑶釦応市の花」を制定

福岡紐市高速遍路開通・罪和咬洋撞物

地下鉄面港線開業I るー和56年箪3次都市公園箸船甘五薗mt駆9-H友泉亭頌供用開始｛
掲岡国際センター完成＿ 国営海の叩紀毎浜公国一部供用開始

行政区の再編成によ切区制開始爾B和5？拝芸鵡公
蜘It受水開始斧翌洋紅公園四彫刻「風のプ’9ズム•J完成OO輝Iのあるまちづくリ第 1号）J

r第3回椒力都市賞』におい℃内閣疇埠賞を受賞
昭和5q年花畑園芸公園供用開始＇

年市内の公図数が1,000公囮深破I笥4次和市公＠等墜僅召藍年計画スタート
福岡市基本構想領定I全区に区役所庁舎を整備昭和62年舞鶴公園で鴻櫨館の遺構を発見
新市庁舎行政棟完成I市の人口 120万人を突破噂和が3年水上公園がr手作リ郷土賞J受賞

アジア太平洋博覧会ばか代ピア湿催平厩元拓ユニパーシアード椙岡大会を東平尾公固て開催決定

アジ；滋岬麟弓碍2年芸翌＝＝字梵虚「策定I
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_n直i逗布屯a_ ーば叱和滋酬'-

一ベイサイドプレイス博多ふ頭オープン 平成3年第5次都市公園等贅膚五箇年計画スタート
平成4年今津運動公園一部供用開始（昭和天旦御在位60年記念慎康運動公園として

整備）Iユニパーシアート福悶大会に向けて東平尾公園球技場のエ畢塁手
博多港国際ターミナル開設 平成5年桧原運動公園一部供用開始

平成6年都市繰地保全法から都市繰地法に名称変更

ュニバーシアーt喘岡大会開値I 平成7年博多の森テニス競技場センターコート完成I博多の森球技場完成／
マリンメッセ福岡開館 rアジア太平洋間会訊』Iユニバーシアート記念平和の杜完成

福岡市総合図書館が開館 平成8年第6次都市公園等整備五箇年計西スタート／中央区赤坂『7クロウの森』の買収

平成碑醤岡市民有緑地保全碁け国の策忠
公園づくリ等ワークショップの間始（長丘中公園）

福岡都市高速道路が太宰府 IC へ接続I 『揚岡市緑の基本計画＇』策定I
猛岡アジア美郷棺開館／博多港開港100周年平成 11 年市民縁地契約第 1 号

平成 12年幅岡市邸市栂化委只会の殺置l福岡市公共紐化連絡謁繁会携の設
~;q回世界水泳選手権大会福岡2001 を開催平成 13年桧原運動公園供用開始

r竿8次褐岡市基本計直の策定平成 14年屋上録化助成制度の創設1福岡市街路樹整備指針の策定I
猛岡市都市緑化マニュアルの策定／自然動物園構想の中止決定

岡国際含謂場開態平成 15年

町世話人廃止I自治協議会制度導入平成 16年景観緑三法の制定／都市公国法の改正（立体都市公園制度など）／
緑．のコーディネーター制度の創設

地下鉄セ隈線開菜／福岡桑西万沖地震発生i
ァイランドシティのまちびらき／平成 17年第22回全国都市繰化ふくおかフェアの開催

九州大学伊都キャンバスヘの移転開始

ぉ4回世界クロスカントリー選手権福岡大会開催平成 18年塁塁ご呂喜g埒名］らん緑化基金会長賞」を「こうのす里山クラブ」が受賞
アイかンドシテ4中央公園供用開始／「朝顔のカーテンプロジェクト」の実施i

アジア太平洋環境会謂（エコアジア20m)開催平成 1 q年百葉公園供用聞姶／
水園•松風園・友泉亭公園駐車場有料化

播岡県西方沖地震から3年／玄界島島民帰島完了平成20年西南杜の湖畔公園供用開始／小戸公醤駐単場有料化
『福岡市2011 グランドデザイン」を策定平成21 年 『福岡市新・緑の基本計画』策定

『福岡・釜山経済協力事務院開所平成22年福岡城さくらまつリの開催J福岡市植物園開園30周年記念（温室'.,=-ューアル）

九州新幹線鹿児且9レート全線開通／ 橘博花しるぺの開濱／
博多港が「日本五品ぢ閲杢紺比平成23年都市公園法の改正（都市公回における達蔽率などの条例委任）

r醤岡市基本構想』「第吹福岡市基木計画』の かなたけの里公園供用開始I
饂岡都市高速紐環状椒が贔平成24年厘の巣レクリエーションセンター駐車場有料化

行財政改革プラソ策定／市の人口 150万人突破平成25年区所管公園の直轄菅理試行（東区）
国家載略特区に指定／温岡市立：：ども病院移転／平成26年セントラルパーク構想策定／隔の巣RC多目的グラウンドi

福岡マラソン初開催 今津運動公園球技場供用開始／百道中央公園駐阜場有料化

天神ピッグバン始動平成27年区所管凶団の直轄管理開始（全区）I西部運動公園駐庫場有料化I
西痢杜の湖畔公園（レストラン〉施投供用開始

博多駅前道路陥没事故／ 「福岡市みど）経営基本方針」策定J中比恵公園保百所設遣特区総可I
博多祗園芯芦名で』『；目以平成28年水上公園（レストラン｝施設供用開始

都市公園法改正 (Pork-PFI 腎J度等）／

九州北部豪雨の支援1福岡市科学館間館平成四年；ょ：器芸んば閉竪ュ寄9B｛ーク事業開始I
今逗動公団駐皐場有料化／西雨杜の湖畔公園駐皐場有料化

九州大学移転后雰＄閉9塁は平成30年虫醤品岱翠翡悶温畠伝鴻供用開始I
アイランドシテが中央公園駐阜場有料化

福岡市美術館＇｝ニューアルオープンI
G20財務大臣・中央録行総裁会謹開催／ 令和元年セントラルバー9基本計画策定／大井中央公

ラグピーウールドカップ開催

新型コロナウイルス感染症発之 令和碑コロナ対策として動遺物園や日本庭園の閉鎖・有料公園施設や駐阜場の
閉鎖・大型遊具の間鎮等を実施

福岡都市高彰屯芯夕ね髯品門盟¥ 令和3年平尾霊園（合葬式墓地）供用開始

地下鉄七隕籟延伸開業I
新型コロナウイルス感染症「5類感染症」へ移行I

20回 FINA 世界水泳選手権2023
福岡大会開催

「第 10次逗閂市基本計画』の策定／
岡市民ホール開館

令和碑公園条例改正 (Po『k-P円制度）I
高宮南栂地(I日高宮貝島家住宅）指定管理・施設供用間姶

インクルーシプな子ども広場整備指針の策定都心の森 1 万木プロジェクト開始I
知5年植物園てポタニカルライフスクエアがオープン／

Pork-PFI 公募開始（清滋公園｀明冶公園、東平尾公園） I
髯鶴公園（福岡高等裁判所跡地）供用開始
氏rk-PFI 公募開始（香椎浜北公園長垂海浜公園） I

令和6年インクルーシプな子ども広場（百道中央公詞）供用開始I
地域生物多様性増進法魯」定I
都市緑地法の改正（紐の基本方針など）

花の祭典～FukuokaFlower Show Pre-Event～開催／
Pork-PFI 公募開始（音羽公園）I

令和7年 Pork-PFl 畢菜供用開始（東平尾公園大谷広場）／
グリーンピル促進事業開治I
インクルーシプな子ども広場（西南杜の湖畔公園桧原運動公園）供用悶姶I
『褐胃市みどりの基本計画』策定



① みどりに関する市民意見募集
■ 市政アンケート調査
1997（平成９）年、20 07（平成19）年、2023（令和５）年に行った「市政アンケート
調査」の結果を比較すると、市民のみどりのまちづくりに関する意識と行動の現状と変化
が以下のようになっています。

令和5年度市政アンケート調査
・実施期間：2023（令和5）年10月5日～19日
・回答方法：案内／郵送・メール、回答／郵送・インターネット
・回答件数：544人（調査対象者数：638人）
※市内に居住する満18歳以上の市民（住民基本台帳から無作為に抽出した市民の
中から承諾を得て依頼）

（４）市民意識

【年代別】

【行政区別】
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〇 みどりに対する印象、考え

　住まいの周辺のみどりを「多い」「やや多い」と感じる人の割合は、
　全体の約６割で、年々増加しています。

　住まいの周辺のみどりの量を「多い」、または「やや多い」と思うと答えた人は全体の
62.1％を占めており、年々増加しています。「少ない」、「やや少ない」と感じる人の割合
は、1997（平成9）年、2007（平成19）年では30％以上を占めていましたが、2023（令
和5）年では16.5％とかなり少なくなっています。

Q 住まいの周辺の「みどり」を多いと感じますか

第
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多い ロやや多い □ どちらともいえない 0やや少ない 皿少ない □無回答

<%)
lqq7 l 
(Hq) 15.? I 

30.q 20.,q 22.6 1111~ 肌iIll|||-0.4

2007 
~ -1. | il22 1 lllllllllll~UDIIIIIIIIIII-0.8 (H 11 q) l 

: 24.6 26.5 20.0 

20231. 
(R5,) コ n 拉．4 : : I= 3.q.? 21. ii I 2.5 胃゜．2

0% 20% 40% 60% 80% 100% 



　みどりを増やしたい場所としては、
  「天神地区」や「博多駅周辺地区」の都心部が多く挙げられています。

　｢みどりを増やしたい場所」としては、多い順に天神地区が33件、博多駅周辺地区が
22件と続いており、都心部のみどりの充実を望む声が多いことがうかがえます。
　次に「室見川」、「那珂川」などの河川や公園が多く挙げられています。

Q 福岡市内で「みどり」を増やしたいと考える場所や種類はどこですか（自由記述）

第2章　みどりの状況と課題
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l"'----------------------"'I 

i 天神地区i
!. ------.'.. i 
l 博多駅周辺地区 l
’—----------------------~ 

33 

22 

室見川

公園

街路

商業施設・ビル

学校

那珂川

警固公園

中央区

大濠公園

千早地区

福重地区

（件） 0

-
8
8
 6

6

 
4

4

 
3

3

 
2

2

2

 
゜ 20 30 40 



　守りたい・増やしたいみどりとしては「公園のみどり」「街路のみどり」「近所の自然林
　のみどり」などが多く、「住宅のみどり」が年々増加しています。

　「守りたい・増やしたいみどり」としては、「公園のみどり」や「街路のみどり」が
どちらも６割以上と最も多く、その他には「近所の自然林のみどり（神社・寺を含む。）」、
「都心の商業地のみどり」、「水辺のみどり」、「学校のみどり」、「住宅のみどり」が多く挙
げられました。
　過去と比較すると、「住宅のみどり」や「都心の商業地のみどり」の割合が徐々に増加
しており、年々ニーズが高まっていることがうかがえます。

Q 福岡市内のどのような「みどり」を守ったり増やしたいと思いますか
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公園のみどり

街路のみどリ

近所の自然林のみどリ

（神社・寺を含む。）
• 望

都心の商業地の中のみどリ

水辺のみどり

（河川、ため池、海岸など）

学校のみどり

住宅のみどリ

（庭ペランダ、生垣、マンションなど）

周辺の山のみどリ

田や畑のみどリ

公共施設・エ鳩・畢務所のみどリ

その他

特に増やしたいと思わない

57 
ー： • • • :-ｷ.; • • • : • • • : • • • : • • • 9... : • • • 9 ．．ー： •'-! -'-=70.3 

8.8 

tｷ I 

7
1
1
 
. 
. 6
6
 

o,q 

.6 

. 74
-

. 

29 

6.3 

7
 

. 2
_
 

8
5
 

4

可999
,
 

..... 

9
9
9
,
 

.... 

9
9
9
,
 

..... 

9
9
9
9
 

□ II qq7 (Hq) 
ロ2007(Hl q)

國 2023(R5)

(%) ゜ 20 40 60 80 



　公園に求められるものとして「緑陰」「花」「休息」「芝生」が多く見られます。

　｢今後欲しい公園」として特に多く挙げられたのは、住まいの周辺では、「樹木があり、
緑陰が楽しめる公園」、「花がたくさんある公園」、「小さな子どもが遊べる遊具がある公
園」、「休息できる広場がある公園」、「広い芝生広場がある公園」であり、憩いの場となる
公園のニーズが高いことがうかがえます。
　都心では住まいの周辺と同様、「緑陰」、「花」、「休息」、「芝生」が重視されている他、
｢災害の時にすぐに避難できる公園」も多く挙げられました。
　郊外では、「バーベキュー場やキャンプ場がある公園」、「樹木があり、緑陰が楽しめる
公園」、「生き物を観察でき、自然を楽しめる公園」が多く挙げられており、自然環境やア
ウトドアを楽しめる公園のニーズが高いことがうかがえます。

Q 住まいの周辺/都心/郊外にどのような公園が欲しいと思いますか

第2章　みどりの状況と課題
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　市街地は、気温上昇緩和・大気浄化など環境改善を期待する意見が多く、
　市街地・郊外いずれにおいても、みどりに対して様々な効果が期待されています。

　市街地の「みどり」に期待する効果としては、「都市の気温上昇緩和」が最も高く、次
いで「大気浄化、騒音緩和」となっており、市街地においてはみどりによる環境改善を期
待する意見が多くなっています。
　郊外の「みどり」については、「生態系の保護」が最も高く、次いで「潤い、心の和み」、
 「大気浄化、騒音緩和」、「都市の気温上昇緩和」、「災害防止」が高くなっています。市街
地の拡大に伴い、これまで市街地のみどりに期待されていた効果が、郊外のみどりにも期
待されるようになっています。

Q 市街地/郊外の「みどり」にどのような効果を期待しますか

５1

都市の気温上昇（ヒートアイランド

現象など）を和らげる

大気を浄化し、

人に潤いを与え、心を和ませる

散歩などの場を提供する

休憩などの場を提供する

生物の生態系を守る

災 時の避難場所を提供する

都市に屡格や落ち贅きを与える

人工的な施設（ピルや道路など）

の景観を整える

洪水やがけ崩れなどの

災害を防止する

スポーツや野外レクリエーション

などの活動の場を提供する

火

.-11 -̀
 を和らげる

の延焼などを防止する

その他

特になし

市街地がみど＇h に期待する効
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　自宅の庭やベランダ、公園、自然林等でのみどりを豊かにするまちづくり活動や、
　緑化のための募金に参加したいと思う人は増加しています。

　「自宅の庭やベランダで木や花を育てる」は、「今までに参加した活動」、「今後参加し
たい活動」ともに６割以上と最も高く、かつ、過去と比較しても割合が増加しており、
年々ニーズが高くなっていることがうかがえます。
　「公園での除草清掃」、「近所の自然林や空き地の除草清掃」、「緑化のための募金」は、
今後参加したいと回答した人の割合は増加していますが、今までに参加したと回答した
人の割合は減少しています。このことから、みどりのまちづくりへの参加意欲はあるが、
その機会が無く、参加できていない市民が一定数いることが推測されます。

Q 今までに、みどりを豊かにするまちづくり活動に参加しましたか
　 今後どのような活動に参加したいと思いますか

〇 みどりのまちづくりへの参加について

第2章　みどりの状況と課題
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今まで したい活動

自宅の庭やベランダて

木や花を育てる

公園の除 9日掃など

近所の自然林や空き地の

除草清掃など

緑化のための募金

公共空間（公園や公民館など）

て木や花を育てる

街路樹の水やリや除 など

木や花の育て方を

人にアドバイスする

木や花の縁化に関する

習会への参加

その他

特に何もしていない／

今後特に何もしない
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〇 みどりの取組みに対する評価

　公園の整備や公共施設の緑化は、進んだと評価されており、
　田畑の保全、住宅や海岸・港の緑化は、あまり進んでいないと評価されています。

　2023（令和5）年の調査において、市民の評価が特に高かったのは「身近な公園の整備」、  
 「大きな公園の整備」、「公共施設の緑化」が続きました。一方、評価が低かったのは、「住
宅の緑化」、「海岸や港のみどり」、「田畑のみどりの保全」となりました。
　2007（平成19）年の調査結果と比較すると、特に「オフィスビルの緑化」、「山の緑の
保全」については割合が増加しましたが、「街路樹の整備」、「川の緑」などについては割
合が低下しています。

Q 過去約10年間で、福岡市全体のみどりは、それぞれどう変化したと感じますか
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※回答答全体のうち「そう思う」、「どちらかというとそう思う」の回答が占める割合

５3

身近な公園の整備が進んだ

大きな公園の整備が進んだ

公共施設の緑化が進んだ

街路樹の整備が進んだ

オフィスピルの緑化が進んだ

山の緑が保全された

川が緑豊かな空間になった

大木・名木が守られた

住宅の緑化が進んだ

海岸や港が緑豊かな空間になった

田や畑の緑が保全された
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■ みどりに関するWEB アンケート
　福岡市のみどりに関する取組みについて、みどりに関するイベントや福岡市のホーム
ページにおいてWEBアンケートを実施しました。

Q 福岡市のみどりに関する取組みについて意見や感想を自由にご記入ください

・実施期間：2023（令和5）年11月3日（秋の舞鶴公園で遊ぼう！　※舞鶴公園）、
　　　　　11月11日･12日（一人一花サミット　※福岡市植物園）、　　
　　　　　　12月24日（市政だより令和6年1月1日号にて意見募集の記事を掲　
　　　　　 載）～2024（令和6）年2月29日
・回答方法：2次元バーコードを読み取りオンライン回答
・回答件数：152人

! !

実施状況（秋の舞鶴公園で遊ぼう！） ブース内の様子

第2章　みどりの状況と課題
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分類 主な意見

公園の整備、維持管理 ◆緑の多い、子供が遊びやすい公園（50代・中央区）

◆公園の草を刈ってほしい (40代・早良区）

緑地保全・緑化推進 ◆緑がある方がいいので頑張って増やしてほしい (40代・市外）

街路樹・花壇 ◆お花にあふれたまちにしていきたい (40代・中央区）

イベント・広報 ◆緑はあるものの、こんな所にあったのか！という感じて＼緑の存在を

一人一花運動 知らない場所もあるので、もっと存在を広められたらいい (30代・東区）

◆もっと一人一花運動が広がってほしい（ 10代未満・博多区）



■ 児童に向けた意識調査
　福岡市立三宅小学校3年生に「とっておきのみどり空間について」絵を書いていただ
き、絵の内容に応じて、公園や樹木などの分類を行いました。

　分類の結果、公園についての絵が47件と最も多く、児童にとっても最も身近なみどり
が公園であることがうかがえます。

Q とっておきのみどり空間について教えてください（絵を書いてください）

・実施期間：2023（令和5）年10月23日
・回答方法：対面にて書面回答（絵画）
・回答件数：127件

（参考：回答のあった絵）

公園 公園

樹木（保存樹） 山・森

第
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分類 公園 樹木 川•海 自然 家 山森 その他

件数 47 1q 18 15 13 10 5
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Q 福岡市のことについて、それぞれどのように思っていますか（抜粋）

②「みんなでつくる福岡市の将来計画プロジェクト」概要
　2023（令和5）年4月25日～10月31日に、第10次福岡市基本計画に向けた検討
を進めるにあたり、次代を担う子どもたちや若者をはじめ、幅広い市民等から意見を募集
しました。

■ オンラインアンケート
　 「あなたにとっての幸せな未来のために特に大切なこと」について、「健康的な生活が
できること」、「災害や犯罪などの不安が少ないこと」、「身近に海や山などの自然があるこ
と」など、15項目の中から、幸せな未来のために大切な項目を選択し、選択した項目に
ついて満足度を回答いただきました（回答件数：8,242件）。
　結果、「身近に海や山などの自然があること」については、50.4%の方が選択されまし
た。また、選択者の満足度については、88.6%の方が「満足」、「やや満足」と回答してお
り、他の項目と比べても高い結果となりました。

■ 小中学校での意見募集
　市内の小中学生約12万人を対象に、一人1台のタブレット端末を活用したアンケー
トを実施しました。
                                             　   「まちに木や花などの緑が多いと思う」については、約9割の児童が「そう思う」、「ど
ちらかと言えばそう思う」と回答しており、高い割合となりました。 

第2章　みどりの状況と課題
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項目（抜粋） そう思う
どちらかと言氾1 どちらかと言氾ま

思わないそう思う そう思わない

まちに木や花などの緑が ' 47,q% 3q_o%1 q.8% 3.3% 
多いと思う

' 
遊べる場所が多いと思う 5ｷ5.8% 27.6% 11.4% 5.2% 



Q 福岡市がまちづくりを進めていくうえで、あなたが大切にしたほうがよいと思うもの
　 はどれですか

　まちづくりを進めていくうえで、大切にしたほうがよいものとして、「自然を大切にす
る取組み」が最も多くの回答がありました。
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r--------------
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道路や歩道を安全て使いやすくする

まちの産業（農業、水産業、工業、両業など）を
さかんにして、働く場所をふやす
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公共交通（みんなが使う乗り物）を使いやすくする

お年寄リや障がいのある人が暮らしやすいようにする

文化や芸術、スポーツなどをもっと楽しめるようにする

子どもを産んだリ、育てたリしやすいようにする

公園や広場など遊べる場所を増やす

子どもの教育を充実する

健康づくリや医療（病院など）を充実する
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Q 福岡市のまちづくりについて意見がある人は、書いてください（自由記述）

　まちづくりについての意見に関しても、「みどり、自然、生きもの」に関する件数が最も
多い結果となりました。
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③ 市民・企業によるみどりのまちづくり活動への参加状況
■ 公園愛護会
　公園の清掃・除草等の日常的な管理を自発的に行うボラ
ンティア団体である「公園愛護会」については、公園周辺
の自治会・町内会・老人会・子ども会等を中心として結成
されており、管理活動のご協力をいただいています。
　結成団体数については20 09（平成21）年から2022（令
和4）年までに158団体増加しましたが、その年をピーク
として、その後2024（令和6）年にかけて減少しています。
[▶図2-31参照]
　新規公園の設置等に伴い、新たな愛護会が結成されている一方で、高齢化及び担い手不
足等の理由で活動継続が困難となり、解散する事例もあります。そのため、新たな担い手
として周辺の企業等の参画を促進するほか、維持管理機材の貸出しや活動報告の簡略化
等の事務的な負担の軽減など、愛護会活動をサポートする仕組みが必要です。

図2-31  公園愛護会団体数の推移
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■ 緑のコーディネーター
　市が認定する市民の花・緑づくり活動の指導・牽引役
である「緑のコーディネーター」については、2005（平
成17）年に「第22  回全国都市緑化ふくおかフェア」の
運営を支える市民ボランティアとして設立後、認定人数
は年々増加し、2024（令和6）年には372名になってお
り、前計画策定時の20 0 9（平成21）年と比較して2倍
以上増加しています。[▶図2-32参照]
　今後は、緑のコーディネーターとみどりのまちづくり活動に取り組む人のマッチング
や活躍の機会の創出など、みどりのまちづくり活動の輪をさらに広めることが重要です。

図2-32　緑のコーディネーター認定者数の推移

第2章　みどりの状況と課題

６0



　自主的に取り組む花づくりや森づくり活動を支援する
「地域の花・森づくり活動認定団体」は、特に地域の花づ
くり活動の認定団体数が年々増加しており、2024（令和6）
年には232団体となり、前計画策定時の2009（平成21）
年と比べて5倍以上に増加しました。
　こうした活動の広がりを維持するためには、今後も継続
的な支援が重要です。[▶図2-33参照]

■ 各花壇づくり活動団体
　歩道や公園などの公共空間で、市民や企業などが、花壇
づくり活動に取り組むことができる制度「ボランティア花
壇」の活動団体数については、2018（平成30）年の一人一
花運動の開始後から年々増加しており、2024（令和６）年
には382団体となっています。[▶図2-34参照]

図2 -34　ボランティア花壇の活動団体数の推移

■ 地域の花・森づくり活動団体

「一人一花運動」
開始(H30.1)

図2 -3３　地域の花・森づくり活動認定団体数の推移
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　天神地区や博多駅周辺地区などの都心部を彩る花壇の
維持管理にご協賛いただく制度「おもてなし花壇」につい
ては、一人一花運動の開始後から年々増加しており、2024
（令和６）年には協賛企業数は185団体となっています。
[▶図2-35参照]

　民有地などで花づくりに取り組む団体や企業等を登録
する制度「一人一花パートナー花壇」についても、制度開
始後に年々増加しており、2024（令和６）年には662団体
となっています。[▶図2-36参照]

図2-36　一人一花パートナー花壇の活動団体数の推移

図2 -35　おもてなし花壇の協賛企業数の推移

,パートナー花壇制度開始
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図2-37　全市域におけるみどりの面積の推移 図2-38　永続性のあるみどりの面積の推移

①総括目標の達成状況
■ 全市域におけるみどりの面積（うち永続性のあるみどりの面積）
　2007（平成19）年以降、新規公園の設置や既存公園の拡張、公共施設の整備における
緑地の設置などのみどりの創出によって、みどりの面積は56ha増加し目標達成しまし
た。また、永続性のあるみどりの面積においても250ha増加しましたが、前計画の目標
の達成には届きませんでした。[▶図2-37、2-38参照]

（５）前計画の評価
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　市内のみどりによる二酸化炭素吸収量は、前計画策定時から約5,000t-CO2/年※1増加
しましたが、商業地や工業地のみどりの増加が伸び悩むなどの理由により、前計画の目標
達成に至る十分な取組みが進んでいません。[▶図2-39参照]
　また、屋上緑化による二酸化炭素排出削減量についても、前計画策定時と比較して増加
しているものの、屋上緑化面積の確保が進んでいません。[▶図2-40参照]

■ 身近な地域においてみどりが豊かであると感じている市民の割合
　身近な地域においてみどりが豊かであると感じている市民の割合は、2007（平成19）
年に比べて増加したものの、前計画の目標である55％には達しておらず、30％前後でと
どまる結果となっています。[▶図2-41参照]

図2-41　身近な地域においてみどりが豊かであると感じている市民の割合

※1 t-CO2/年：二酸化炭素（CO₂）の排出量や吸収量を、1年間あたりのトン（t）単位で表したもの。

図2-39　市内のみどりによる
二酸化炭素排出吸収量の推移

図2-40　屋上緑化による
二酸化炭素排出削減量の推移

■ 市内のみどりによる二酸化炭素吸収量、屋上緑化による二酸化炭素排出削減量
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■ 森林・樹林地
　自然公園や保安林、風致地区等の指定により、市街化調整区域における樹林地は保全さ
れている一方、市街化区域内においては、月隈・東平尾公園周辺、九大伊都キャンパス、
油山周辺などで小規模な樹林地の消失が見られます。[▶図2-42参照]
　また、森林のみどりが豊かであると感じている市民の割合は増加傾向にあり、70％前
後を推移しています。[▶図2-43参照]

　福岡市では、手入れがなされず今後荒廃する恐れがある私有林が全体の約６割となっ
ていることから、荒廃の恐れがある森林を生物多様性の保全や水源かん養などの多面的
機能が長期的に発揮できる森林へ誘導していくため、2008（平成20）年度から間伐によ
る森林整備をはじめており、みどりの質の向上に取り組んでいます。

　永続性のある樹林地のうち、特別緑地保全地区については、2024（令和６）年時点で、
計71箇所・117.5haの緑地を指定しています。[▶図2-44参照]

図2-44　特別緑地保全地区の指定状況

図2-42　永続性のある樹林地の面積の推移 図2-43　森林のみどりが豊かであると
感じている市民の割合

②分野別の成果等と施策の進捗状況
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 ■ 農地
　農地に関しては、先述「（２）みどりの状況 ④土地利用別」のとおり、2007（平成19）
年から2022（令和4）年までの約15年間で503haと減少しています。
　また、永続性のある農地については、市街化区域の農地では生産緑地地区や市民農園、
市街化調整区域では、農業上の利用を確保すべき土地として、農用地区域に指定されてい
ます。こちらも、約15年間で30ha減少しており、特に、市街化調整区域の減少が顕著
に見られます。[▶図2-45参照]
　農地を維持する農業従事者数及び農業戸数においても年々減少傾向が続いています。
[▶図2-46参照]

図2-45　永続性のある農地の面積の推移

図2-46　農業従事者数及び農業戸数の推移
出典：農林水産省「農林業センサス」
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　また、市民農園等については、2023（令和5）年度時点で26か所開設しており、区画
数は増加傾向にあります。[▶表2-4参照]

■ 河川・水辺等　
　河川・水辺等については、瑞梅寺川や周船寺川の川幅、西区今津を通る水路幅の拡幅、
市域境界の変更による市域内の海面の増加等によって、2007（平成19）年から2022（令
和4）年までに約42ha増加しました。一方、福岡都市高速環状線の野多目-梅林間の周辺
において、6か所のため池が埋め立てられる等、市街化区域内で小規模なため池が消失し
ています。[▶図2-47参照]

図2-47　永続性のある河川水辺等の面積の推移

出典：令和6年度福岡市農林業振興審議会資料
「資料1 農林業を取り巻く情勢 農林業総合計画に基づく取組み」

表2 -4　市民農園等の設置状況の推移
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■ 都市公園
都市公園の数は、前計画策定時の2009（平成21）年から2024（令和6）年までに112

箇所増加しており、１,709箇所となっています。[▶図2-48参照]
　また、公園面積は増加しているものの、総人口数の増加が上回っていることから、市民
1人当たりの公園面積は、前計画策定時の2009（平成21）年の8 .81㎡と比べ、2024
（令和6）年では8.67㎡と低下しています。[▶図2-49参照]

図2-4８　都市公園数の推移 ※県営・国営公園、市民緑地を含む。

図2-49　市民１人当たりの公園面積の推移
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　都市公園の再整備箇所数（部分的な再整備も含む。）については、前計画策定時の2009
（平成21）年から2024（令和６）年までに191箇所で実施しています。[▶図2-50参照]

■ 街路樹
　街路樹（高木）の本数は、前計画策定時の2009（平成21）年から2024（令和6）年ま
でに約4,000本増加しています。なお、病害虫や腐朽、老齢化等に伴い、やむを得ず撤
去する場合もあり、近年では本数は若干減少しています。[▶図2-51参照]

図2-51　街路樹(高木)本数の推移

再整備前 再整備後

図2-50　公園再整備箇所数の推移

遊具の設置

芝生の植栽 スロープの設置

園内の見通し確保

※住宅都市みどり局管理分
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3　福岡市のみどりの課題

課題１：みどりの骨格となる森林や樹林地、博多湾の保全・回復
○森林においては、スギ・ヒノキなどの人工林や荒廃による種の多様性の低下を防ぎ、
多面的機能が発揮されるよう管理する必要があります。管理や活用においては、福岡
市農林業総合計画などの関連計画と整合を図りながら、取り組むことが重要です。

○樹林地においては、市街化区域の開発等に伴う減少を防ぐため、法や条例等に基づく
開発規制により保全するとともに、市民・企業などの多様な主体との共働による管理
や活用を図るなど、様々な手法により保全することが重要です。

○博多湾水際帯においては、海岸林や干潟などにおいて多様な生物の生息・生育空間と
なっており、水辺のある風景として市民の憩いの場を提供する、豊かな自然環境を保
全・創出することが重要です。

○ネイチャーポジティブの実現など、みどりを取り巻く世界や国内の動向を踏まえ、み
どりの保全に取り組むことが重要です。

課題２：山と海をむすぶ市街地のみどりのネットワークの充実
○山から海に流れる河川は、多様な生物の生育・生息空間となり、また、水と緑の美し
い景観を形成することから、河川の保全や河川敷の緑化等の取組みにより、良質な水
の確保や生物多様性の向上を図り、みどりのネットワークの充実を図ることが重要
です。
○市街地にある樹林地や街路樹、公園などのみどりは、山と海を結ぶみどりのネット
ワークとして重要な役割を担っています。そのため、これらのみどりを保全するとと
もに、整備や管理の充実などを図ることで、質の高いみどりの連続性を確保し、生物
多様性の保全・回復・創出に取り組むことが重要です。

○減少する農地を防ぐため、法や条例等に基づく開発の規制等によって保全するとと
もに、農業従事者に対しても営農の支援や市民の農業への理解促進、担い手の育成に
取り組むなど、新たな農地の創出や農地の維持にも取り組む必要があります。
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課題３：都心部や身近な地域におけるみどりの創出
　○「身近な地域においてみどりが豊かであると感じている市民の割合」は３0％前後で
　　とどまっていることから、公共施設や民有地において緑化を推進する取組みを進め
　るとともに、公園や街路樹、花壇の整備や管理により、街中の様々な場所が花や緑に
　あふれ、歩いて楽しめる街並みの創出に取り組むことが重要です。
○都心部においては、都市機能の集積や土地の高度利用が進んでいるため、余剰地がな
く、まとまったみどりの創出が容易ではない一方で、今後も多くの市民や外国人が訪
れることが見込まれ、かつ、天神地区や博多駅周辺地区においてみどりを求める市民
の意見が多いことから、目に見えるみどりを増やす取組みを進めるとともに、みどり
の象徴的な拠点をつくるなど、みどりによる都市の魅力向上に取り組むことが重要
です。

○住宅地等の民有地の緑化面積の減少の背景には、宅地開発に伴う共同住宅等の増加
や住宅の建直しの際の敷地分割による庭の減少なども要因のひとつとして考えられ
ます。そのため、一戸建や共同住宅、会社のオフィス等、様々な建物において、緑化
に取り組みやすい仕組みや支援の充実を図ることが重要です。

○公園は、誰もが日常的に利用できる貴重なオープンスペースであることから、人口の
増加や高齢化などの社会環境の変化や土地の特性、地域のニーズを踏まえながら、み
どりの役割を発揮できるよう、公園の整備や管理に取り組むことが重要です。

○公園や街路樹などの大径木化は、自然豊かな景観を創出し、都市に風格をもたらす
一方で、老齢化に伴い倒伏や落枝による重大な事故のリスクが高まっているものも
あります。また、根上がりや見通しの悪化など、様々な課題も生じていることから、
適切な維持管理や必要に応じた更新が必要です。

課題４：みどりに親しむ機会の創出やみどりの資産の有効活用
○公園を多くの人が利用するためには、地域や公園利用者などが、公園などのみどりに
より親しみや愛着を感じられるよう、多様なニーズにも対応した柔軟なみどり活用
の仕組みづくりが重要です。

○2017年（平成29）の都市公園法の改正では、Park- PF I制度の創設など、民間活力
の導入により公園の魅力向上を図ることが示されていることから、地域や公園の特
性を踏まえ、多様な民間活力導入の手法を活用することが重要です。

○SDGsの実現やWell-beingの向上など、生活の質の面でもみどりの重要性が高まっ
ていることから、公園や街路樹などのみどりの資産を有効活用することが重要です。
具体的には、誰もが日々の暮らしの中でみどりの豊かさを感じられるような取組み
を進めるとともに、みどりの管理や整備の充実を図るため、新たな財源の確保に取り
組む必要があります。

○鴻臚館跡や福岡城跡のある舞鶴公園や志賀島の金印公園、身近な場所に存在する社
寺林や保存樹※1など、歴史を感じることができるみどりが多い福岡市の特徴を活か
し、みどりの保全や活用に取り組むことが重要です。

※1 保存樹：「都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律」に基づき、民有地にある大木や名木を保存する取組み。
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課題５：みどりの防災・減災機能の強化、みどりの安全確保
○激甚化・頻発化する豪雨による浸水や土砂崩れなどの災害リスクは高まっているこ
とから、グリーンインフラの観点からみどりの保全や整備、適正な管理を行うことで
防災・減災機能を高めることが重要です。

○警固断層帯（南東部）周辺地域において、大規模な地震被害が想定されることから、
福岡県西方沖地震や東日本大震災、能登半島地震等の過去の災害の教訓を踏まえ、
大規模地震発生時に、市民や来訪者等を安全に避難させるための避難場所や避難路
として機能を発揮するみどりの充実を図ることが重要です。

○平常時のみどりの活動と連動した災害後の救援・復興活動の拠点としての機能を発
揮するためには、市民や企業などの協力も必要であることから、災害時の協力体制の
強化や地域の防災力を高めることが重要です。

○整備後、数十年経過し老朽化した施設による事故や災害を防止するため、適正な管理
や緊急性に応じた計画的な修繕や更新などに取り組み、すべての人が安全・安心に生
活できる基盤を維持・向上する必要があります。

課題６：市民・企業等によるみどりのまちづくり活動の拡大
　〇市民調査では、みどりを豊かにするまちづくり活動について「今後も参加しない」と
　　回答した人の割合が約１割いることを踏まえ、まずは、みどりに関わりを持ち、みど
　　りを知ってもらう機会を創出することが重要です。
○みどりを豊かにするまちづくり活動に参加した人が減少している一方で、自宅の庭
やベランダ、公園、自然林等での活動や緑化のための募金に参加したい人が増加して
いることから、今後、市民や企業などの多様なニーズ等を踏まえた活動の場づくりや
支援の充実を図り、多様な主体との共働による緑化を推進することが重要です。

○花や緑に関する活動を行う団体数は着実に増加している一方、団体の高齢化や担い
手不足といった課題も顕在化しています。こうした状況を踏まえ、団体の活動の継続
や拡充を図るためには、支援の充実をはじめ、新たな担い手の確保や活動する人材の
育成、多様な主体との連携強化といった取組みが重要です。
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